
２０２２年１月２7日 

会員各位 

リバーテニススクール 

代表  河内良容 

まん延防止等重点措置に対する当スクールの対応について 

平素は当スクールをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、連日の報道のとおり、２０２２年１月２7日（木）より栃木県において「まん延防

止等重点措置」が施行されることとなりました。当スクールでは、行政の要請に基づき、

引き続き感染防止策を徹底し、通常営業を続けてまいりますが、感染者急増に伴い、下記

のとおり特別な対応を取らせていただきます。 

 何卒、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 

記  

 

１． 振替受講期限の延長について 

 感染者急増により、スクールのご利用を一時的に控えたいとお考えの方もいらっしゃるこ

とと存じますので、当該重点措置期間中のレッスン等につきましては、振替受講期限を 

２０２２年 7月３１日（日）まで延長いたします。 

 

・２０２２年１月２7日（木）～２月２０日（日）にお休みしたレッスン  

・特別振替に該当し、振替期限が２０２２年１月３１日（月）・または２０２２年４月３０

日(土)までの持ち越ししたレッスンの未受講分 

 

２． ご利用制限について 

 当該重点措置期間中は、『濃厚接触者』に該当した場合待機期間中のご来場はお控えくださ

い。また、クラスターが出た場合は学校・職場の指示に従って下さい。『濃厚接触』を防止

するため、フロント内でのマスクなしの会話はお控え下さい。 

濃厚接触者に該当しない行動をお願いします。(マスクなし・1ｍ以内・15分以上の会話)  

 

３． レッスンの運営について 

 当スクールでは、スタッフが感染しないよう最大限の注意を払っておりますが、やむを得

ず濃厚接触者となった場合に加え、少しでも濃厚接触の疑いがある場合においては出勤を制

限しております。 

 当該重点措置期間中につきましては、急遽コーチを変更せざるを得ない場合や、コーチの



手配が間に合わない事態が生じる可能性がございます。やむを得ずコーチが準備できない場

合には、クラス単位で臨時休講とし、振替受講の期間を２０２２年 7月３１日(日)まで延長

させていただきます。 

 

なお、本対応は重点措置が終了する２月２０日（日）までといたしますが、重点措置の延

長等により期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

皆様のご理解・ご協力をお願い致します。 

 以上 

ご家庭には必ず抗原検査キットを常備しましょう！ 

抗原検査キットでのセルフチェック 

• 発熱や咳などの風邪のような症状が出たときに、抗原検査キットを使用して、自宅

で簡単に短時間で、自ら検査を実施できます。 

• キットを使用し陽性だった場合、お住まいの地域ごとの受診相談窓口に相談のう

え、すみやかに医療機関で受診してください。 

• あらかじめ、家庭に常備し、症状があるときはセルフチェックすることを習慣化し

ましょう。 

抗原検査とは 

• 抗原検査とは、新型コロナウイルスの構成成分であるタンパク質を、ウイルスに特

異的な抗体を用いて検出する検査方法です。 

• ウイルスの遺伝子を特異的に増幅する PCR検査（核酸検出検査）と同様に、陽性の

場合はウイルスが検体中に存在することを示します。 

• 特別な検査機器を使わず、自宅で簡単に検査ができます。短時間(15から 30分程

度)で陽性・陰性の判定結果がでます。 

感染拡大防止のために 

軽度の症状を自覚した際に、それが新型コロナウイルスによるものである可能性があるの

かどうかを把握して、適切な行動につなげていくためのツールとして、「いつでも、どこ

でも」手軽にセルフチェックができる抗原検査キットを活用しましょう。 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/kougen_kounyuu.html

